[image: ]フリーランスが
対象です！
・ フリーランスが妊娠・出産したこと、妊娠又は出産に起因する症状により業務委託に係る業務を行えないこと（行えなかったこと）、当該業務の能率が低下したことを理由とする嫌がらせ等をすること
・ フリーランスの妊娠・出産に関し、フリーランス法第13条の規定による配慮の申出を阻害すること
・ フリーランスが配慮の申出をしたこと又は配慮を受けたことにより嫌がらせ等をすること
・ フリーランスが妊娠したこと、配慮の申出をしたこと等を理由として、契約の解除その他の不利益な取扱いを示唆すること等 
法第13条では、フリーランスが妊娠、出産もしくは育児又は介護と両立しつつ業務に従事することができるよう、その者の状況に応じた必要な配慮をしなければならないとされています。 
· 身体的な攻撃（殴る、蹴る等）
・ 精神的な攻撃（繰り返し執拗に叱られる等）
・ 人間関係からの切り離し（挨拶しても無視される等）
・ 過大な要求（過大なノルマ、到底こなせない量の仕事を命じられる等）
・ 過小な要求（仕事を何も与えられない等）
・ 個の侵害（個人の携帯を勝手に覗かれる等）

職務上の地位や人間関係等の優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、就業環境を害されることを言います。
客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導はパワーハラスメントに該当しません。
パワーハラスメント
・性的な冗談、からかい、質問
　性的な噂の流布
・わいせつ図画の閲覧、配布、掲
　示
・他人に不快感を与える性的言動
・身体への不必要な接触
・交際、性的な関係の強要
・性的な言動に対して拒否等を行
　った取引相手に対する不利益取
　扱い等


フリーランスに対し取引の構造上強い立場にある当社の社員の方等が行為者になり得ます。相手の性的指向・性自認に関わらず、性的な言動であればセクシュアルハラスメントに該当します。

妊娠･出産に関するハラスメント
セクシュアルハラスメント
職場におけるハラスメントは、個人の尊厳を不当に傷つける許されない行為です。
当社の従業員と同様に、以下のようなハラスメント行為は行ってはいけません。
性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの、妊娠・出産等に関する否定的な言動は、妊娠・出産等に関するハラスメントの、コミュニケーション不足はパワーハラスメントの原因や背景になることがあります。
相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、ハラスメントのない、快適な職場を作っていきましょう。
フリーランスに対するハラスメントは許しません‼
　　年　　月　　日
○○株式会社　代表取締役○○○○
＊相談には公平に、プライバシーを守って対応しますので、安心して情報提供してください。 
＊情報提供はもちろん、事実関係の確認等に協力した方に不利益な取扱いは行いません。 
＊相談を受けた場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮のための措置及び行為者に対する措置を講じます。また、再発防止策を講じる等適切に対処します。 
※従業員がハラスメントをしたことが確認された場合は、就業規則等に基づき、懲戒処分の対象となることがあります。

ハラスメントで悩んでいませんか？ハラスメントに関する相談（苦情を含む）窓口担当者は次の者です。
電話、メールでの相談も受け付けますので、一人で悩まず早めに相談してください。
ハラスメントに当たるかどうか微妙な場合も含め、広く相談に対応し、事案に対処します。
相談窓口　　　○○課 ○○○○（内線○○、メールアドレス○○）（女性） 
 　　　　　　　△△課 △△△△（内線△△、メールアドレス△△）（男性）
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